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１ 経営戦略の改定に当たって 

 
（１）改定の趣旨 

 地方公営企業は、使用料収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、将

来にわたり、その本来の目的である公共の福祉の増進を図るよう運営することが求められ

ています。 

 下水道事業の経営環境は、人口減少等の社会構造の変化に伴うサービス需要の減少や、

保有する施設の老朽化に伴う更新需要の増加など、年々厳しさを増しています。 

 将来にわたって、安定的に下水道事業を継続していくためには、自らの経営等について

的確な現状把握を行った上で、事業の効率化、経営の健全化を推進することが必要です。 

本市下水道事業では、平成 29年 3月に農業集落排水事業経営戦略を、平成 31年 1月に

公共下水道事業経営戦略を策定し、経営の健全化に取組んでおり、経営環境の変化や社会

情勢に応じて、3年から 5年ごとに戦略を見直すことにしています。 

前回の戦略策定からの期間経過により見直し時期を迎えていることに加え、令和 2年 4

月から公共下水道事業と農業集落排水事業の会計を一本化し、地方公営企業法を適用して

公営企業会計に移行しているため、非現金収支取引の影響を考慮した投資・財政計画への

更新が必要となりました。また、令和 3年 2月に公共下水道基本構想を見直すなどの事業

を取り巻く環境の変化を踏まえた見直しも必要であることから、今回の改定を実施するも

のです。 

 

（２）経営戦略の位置付け 

 本経営戦略は、八戸市公共下水道基本構想（令和 3年 2月改定）及び老朽化施設の改築

計画である八戸市下水道ストックマネジメント計画（令和 5年 4月改定）等と整合を図り

つつ、下水道事業の中長期的な経営の基本計画として位置付けます。 

 

（３）計画期間 

 「経営戦略策定・改定ガイドライン」（総務省）において、「中長期的な視点から経営基

盤の強化等に取り組むことができるように、計画期間は 10年以上を基本とする。」旨が示

されていることを踏まえ、本経営戦略の計画期間は令和 6年度から令和 15年度までの 10

年間とします。 
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２ 下水道事業の概要 

 
（１）事業の現況 

①汚水処理について 
 本市の公共下水道事業及び農業集落排水事業の汚水処理の現況は下表のとおりです。 

 公共下水道事業 農業集落排水事業 

供用開始年度 

(供用開始後 

経過年数) 

昭和 53年度 

（46年） 

平成 5年度 

（31年） 

法適用区分 一部適用 

処理区域内 

人口密度 
38.2 (人/ha) 9.2 (人/ha) 

流域下水道等への 

接続状況 

有 

(馬淵川流域下水道) 

無 

 

処理区数 
2区 

東部処理区、馬淵川処理区 

4区 

一日市処理区、豊崎処理区、 

市野沢処理区、島守処理区 

処理場数 
1箇所 

東部終末処理場 

4箇所 

一日市地区農業集落排水処理施設、 

豊崎地区農業集落排水処理施設、 

市野沢地区農業集落排水処理施設、 

島守地区農業集落排水処理施設 

広域化・共同化・ 

最適化実施状況 

青森県汚水処理施設広域化・共同化計画（令和 3年度）に基づき、一日市処理区

及び豊崎処理区を馬淵川処理区へ統合すること（令和 17年度予定）を前提に、統

合に向けた取り組みを、令和 9年度以降に実施する予定です。 

（令和 6年 3月 31日時点） 
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②使用料について 
 本市の下水道使用料体系は下表のとおりです。 

区分 

基本水量 基本使用料 
超過水量による使用料 

[ 1㎥につき ] 
税抜額 

[ 1ヶ月につき ] 

一般汚水 ～5㎥ 
1,194円 60銭 

※税抜額 1,086円 

5㎥を超え 10㎥まで 24円 20銭 22円 

10㎥を超え 20㎥まで 206円 80銭 188円 

20㎥を超え 30㎥まで 221円 10銭 201円 

30㎥を超え 60㎥まで 232円 10銭 211円 

60㎥を超え 100㎥まで 324円 50銭 295円 

100㎥を超え 200㎥まで 341円    310円 

200㎥を超え 300㎥まで 352円      320円 

300㎥を超える分 355円 30銭 323円 

公衆浴場汚水 ～5㎥ 
1,194円 60銭 

※税抜額 1,086円 

5㎥を超え 10㎥まで 20円 90銭 19円 

10㎥を超える分 73円 70銭 67円 

 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

条例上の使用料 

（20㎥当たり） 

公共下水道事業 3,076円 3,076円 3,076円 

農業集落排水事業 3,076円 3,076円 3,076円 

実質的な使用料 

（20㎥当たり） 

公共下水道事業 3,760円 3,768円 3,782円 

農業集落排水事業 3,391円 3,399円 3,409円 

※ 条例上の使用料とは、一般汚水における 20㎥当たりの使用料（税抜）です。 

※ 実質的な使用料とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20㎥を乗じた

もの（税抜）です。 
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③組織について 

 本市では、令和 2年 4月 1日に地方公営企業法の一部（財務規定等）を下水道事業に適

用しています。 

令和 6年 4月 1日時点では、都市整備部内に下水道事務所を置き、下水道業務課（管理

グループ、料金グループ、水洗化普及グループ）、下水道建設課（計画調査グループ、整

備第一グループ、整備第二グループ、整備第三グループ）、下水道施設課（管路維持グル

ープ、水質検査グループ、施設管理グループ）の体制により運営しています。 

 

 

（令和 6年 4月 1日時点） 

 
 
（２）民間活力等の活用状況について 

 処理場、ポンプ場、マンホールポンプの維持管理業務においては、平成 21年度より包

括的民間委託を行っています。 

 また、下水道使用料の収納業務、脱水ケーキの運搬・処分業務、各種設備の保守点検業

務、清掃業務など、様々な業務を民間業者に委託しています。 

 

 
  

計　73名

4名 33名 19名

計　19名 計　33名 計　19名

15名 0名 0名

技術職員 技術職員 技術職員

都市整備部長　1名

下水道事務所長　1名

下水道業務課 下水道建設課 下水道施設課

事務職員 事務職員 事務職員
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（３）経営比較分析表等を活用した現状分析について 

 経営比較分析表を参考に、経年比較や類似団体との比較をしながら、経営の健全性、効

率性等の状況を分析しました。 
 経営比較分析表における各種経営指標は下表のとおりです。 

 

 
類似団体については、令和 4年度の経営分析比較表における区分の団体としており、本

市の公共下水道事業の類型区分は Ad、農業集落排水事業の類型区分は F2です。 

  

指標名 指標の意味

経常収益

経常費用

当年度未処理欠損金

営業収益－受託工事収益

流動資産

流動負債

企業債現在高合計－一般会計負担額

営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金

下水道使用料

汚水処理費（公費負担分を除く）

晴天時一日平均処理水量

晴天時現在処理能力

現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口

有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のう ち償却対象資産の帳簿原価

法定耐用年数を経過した管渠延長

下水道布設延長

改善（更新・改良・修繕）管渠延長

下水道布設延長

× 100

× 100

× 100

汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量

有形固定資産減価償却率（％）

管渠老朽化率（％）

管渠改善率（％）

× 100

× 100

× 100

× 100

× 100

× 100

× 100

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標

で、管渠の老朽化度合を示している。

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標

で、管渠の更新ペースや状況を把握できます。

算出式

累積欠損金比率（％）

流動比率（％）

企業債残高対事業規模比率（％）

経費回収率（％）

汚水処理原価（円）

施設利用率（％）

水洗化率（％）

当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰

入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用を

どの程度賄えているかを表す指標です。

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じ

た損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補填

することができず、複数年度にわたって累積した欠

損金のこと）の状況を表す指標です。

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。

使用料収入に対する企業債残高の割合で、企業債残

高の規模を表す指標です。

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄え

ているかを表した指標で、使用料水準等を評価する

ことが可能です。

有収水量1㎥当たりの汚水処理に要した費用で、汚水

資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に

係るコストを表した指標です。

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、

一日平均処理水量の割合で、施設の利用状況や適正

規模を判断する指標です。

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置

して汚水処理している人口の割合を表した指標で

す。

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの

程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合

を示しています。

経常収支比率（％）
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令和 4年度 経営比較分析表 類似団体区分 

【公共下水道区分一覧表】 

処理区域内 

人口区分 

処理区域内 

人口密度区分 

供用開始後 

年数別区分 
類型区分 団体数 

政令市等   政令市等 21 

10 万以上 

100人/ha以上  Aa 33 

75人/ha 以上  Ab 30 

50人/ha 以上 30年以上 Ac1 46 

30年未満 Ac2 2 

50人/ha 未満  Ad 59 

3万以上 

100人/ha以上  Ba 8 

75人/ha 以上 30年以上 Bb1 25 

30年未満 Bb2 2 

50人/ha 以上 30年以上 Bc1 63 

30年未満 Bc2 12 

50人/ha 未満 30年以上 Bd1 158 

30年未満 Bd2 23 

3万未満 

75人/ha 以上  Ca 3 

50人/ha 以上 30年以上 Cb1 25 

15年以上 Cb2 22 

15年未満 Cb3 4 

25人/ha 以上 30年以上 Cc1 153 

15年以上 Cc2 150 

15年未満 Cc3 19 

25人/ha 未満 30年以上 Cd1 122 

15年以上 Cd2 186 

15年未満 Cd3 11 

 

【農業集落排水施設区分一覧表】 

供用開始後年数別区分 類型区分 団体数 

30年以上 F1 246 

15年以上 F2 621 

15年未満 F3 8 
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①公共下水道事業における経営の健全性・効率性について 

経常収支比率は 100％以上を維持しており、累積欠損金比率もゼロですので、概ね健全な経

営状況であるように見えますが、経費回収率が 100％を下回っており、汚水処理費を使用料収

入で賄えていない状況です。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

企業債残高対事業規模比率は、全国及び類似団体の平均値に比較して高い水準で推移してい

ます。流動比率は、企業債償還金が多額なため、全国及び類似団体の平均値に比較して低く、

企業債による負担が大きい状況となっています。 
本市の地理的特性により工事費が割高になってしまうことが、企業債負担が大きくなってい

る要因であり、汚水処理原価が高い要因でもあります。 
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水洗化率は、水質保全や使用料収入確保の観点から 100％に近い数字が望まれますが、本市

では、現在も未普及対策事業を進めており、処理区域内人口が年々増加しているため、全国及

び類似団体の平均値よりも低く推移しています。 

施設利用率は、汚水処理施設の反応タンクの一部を雨水の貯留池に変更したため 100％を超

えている年がありますが、汚水処理には支障のない形で運用しています。 
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②公共下水道事業における老朽化の状況について 

 管渠老朽化率は年々上昇しています。全国及び類似団体の平均に近い値で推移しており、管

渠の老朽化が進んでいますが、管渠改善率は、全国及び類似団体平均よりも低く、更新が進ん

でいない状況のため、今後の計画的な老朽化対策が必要です。 

 なお、有形固定資産減価償却率は、全国及び類似団体平均よりも低くなっていますが、これ

は、令和 2年 4月に地方公営企業法を適用した際、適用時の帳簿価額を取得原価として処理し

たことによる影響です。適用時において、すでに耐用年数を超えていた資産については、残存

価格が取得原価として登録されています。これらの資産では、以降の年数経過による新たな減

価償却累計額が発生していません。実際には老朽化が進行していますが、減価償却率としての

数値には表れないことから、分析には使用できない指標となっています。 
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③農業集落排水事業における経営の健全性・効率性について 
 経常収支比率は令和 2年度に 100％を下回ったものの、その後は 100％以上を維持していま

す。累積欠損金比率は、全国及び類似団体平均よりは低くなっており、令和 2年度に発生した

累積欠損金を毎年度減らしています。経費回収率は、他団体と同様に 100％を下回っており、

公費の繰入によって事業を継続している状況です。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

企業債残高対事業規模比率は、全国及び類似団体平均に比較して高い値で推移しており、流

動比率は、全国及び類似団体平均に比較して低い状態です。農業集落排水事業の新規の建設工

事は終了していますので、過去の建設投資の財源となった企業債が多く残っているものです。 
 汚水処理原価は経年比較で上昇傾向にあり、全国及び類似団体平均よりも高い水準で推移し

ています。 
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水洗化率は、水質保全や使用料収入確保の観点から 100％に近い数字が望まれますが、本市

では、継続的に未接続世帯に対する普及啓発活動を行っているものの、全国及び類似団体の平

均値よりも低く推移しています。 

施設利用率は、一般的に高い数値であることが望まれますが、全国及び類似団体平均よりも

低く、横ばいで推移しています。 
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④農業集落排水事業における老朽化の状況について 
 管渠老朽化率、管渠改善率とも、耐用年数を超えていないため比率はゼロです。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
⑤下水道普及率の状況について 
 当市の普及率は令和 4年度末で 67.7%です。未普及対策事業に取り組んでいるため、普及率

は年々伸びておりますが、県内の青森市や弘前市が全国平均を上回る普及率であるのに対し、

当市の普及率は全国平均よりも低い状況で推移しています。 
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（４）将来の事業環境について 

 ①処理区域内人口・水洗化人口の見通し 

  本戦略の推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による行政人口推計を

基にして、処理区域内人口及び水洗化人口を推計しています。 

  その結果、公共下水道事業においては、未普及対策事業の推進による普及率の上昇に伴

い、処理区域内人口が令和 17年度まで増加すると見込まれ、水洗化人口も当面の期間、

増加する見通しとなりました。農業集落排水事業においては、今後の人口減少に伴い、処

理区域内人口、水洗化人口とも減少する見通しとなりました。 

  計画期間最終年度である令和 15年度には、公共下水道事業の処理区域内人口が

163,789 人、水洗化人口が 137,599人、農業集落排水事業の処理区域内人口が 3,070人、

水洗化人口が 2,708 人となる見込みです。 

 
処理区域内人口・水洗化人口の見通し（公共下水道事業） 

 
処理区域内人口・水洗化人口の見通し（農業集落排水事業） 

 ※ 農業集落排水事業の R17 から R18の大幅減は、公共下水道事業への統合によるものです。 
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②有収水量と下水道使用料収入の見通し 

 有収水量は、①で算出した水洗化人口を基に、有収水量を水洗化人口で除した 1人あたり有

収水量の実績平均（H30～R4の 5年平均、公共下水道事業 103.9㎥／人、農業集落排水事業 

73.5㎥／人）を乗じて推計しています。 

 下水道使用料収入は、使用料収入を有収水量で除した使用料単価の実績平均（H30～R4の 5

年平均、公共下水道 188.5円／㎥、農業集落排水事業 170.6円／㎥）に有収水量を乗じて推

計しています。 

 その結果、有収水量、下水道使用料収入とも、公共下水道事業では緩やかに増加したのち減

少していくことが見込まれ、農業集落排水事業では減少していくことが見込まれます。 

計画期間である 10年間の平均使用料収入は公共下水道事業が約 26億 2,000万円、農業集落

排水事業が約 3,800万円となり、公共下水道事業は増加傾向、農業集落排水事業は減少傾向と

なります。 

有収水量と下水道使用料収入の見通し（公共下水道事業）

 
 

有収水量と下水道使用料収入の見通し（農業集落排水事業）
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③企業債償還の見通し 

 下水道施設の整備は、短期間に多額の投資を必要としますが、整備完了後は長期間使用する

施設であるため、その財源として企業債を借入し、住民負担の世代間の公平のための調整を図

ることが適当であるとされています。 

 本市の企業債残高は、令和 4年度末時点で公共下水道事業が約 591億円、農業集落排水事業

が約 14億円で、計 605億円の残高となっています。 

 今後の未普及対策事業や老朽化施設の更新に要する工事費の見積りから、国庫補助金及び受

益者負担金等の財源を充当した残りの工事費に対して企業債を借入すると想定し、30年償還

（うち 1年据置）で建設改良企業債の償還額を推計しています。 

 また、減価償却費と企業債元金償還額の差で借入額を算出する資本費平準化債を見積り、20

年償還（うち 1年据置）による借入れを想定し、見込に加えています。 

 発行済企業債の償還予定に今後の見込を加えた企業債元金の償還見通しは、令和 7年度以降

増加に転じ、その後、44億円から 48億円の範囲で横這いに推移する見込みです。また、企業

債残高は、令和 17年度にかけて増加し、その後減少する見通しです。 

 
企業債償還額及び企業債残高の見通し 
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④施設の見通し 

（ア）管路施設の見通し 

  公共下水道事業の令和 4年度末時点における管路整備延長は約 938kmであり、このうち

供用開始後、30～49 年を経過したものは約 302km、法定耐用年数である 50年を経過した

ものは約 76kmあることから、計画的な更新に取組む必要があります。 

  農業集落排水事業の令和 4年度末時点における管路整備延長は約 62kｍであり、このす

べてが供用開始後 30 年以下であることから、現段階における更新需要は低いと考えてい

ます。 

 
整備年度別の管路整備延長（公共下水道事業） 

 
整備年度別の管路整備延長（農業集落排水事業） 
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（イ）処理場・ポンプ場の見通し 

  本市下水道事業における処理場は、東部終末処理場が昭和 53年 9月、市野沢処理場が

平成 5年 11 月、一日市処理場が平成 6年 8月、豊崎処理場が平成 10年 10月、島守処理

場が平成 12 年 1月にそれぞれ供用開始しています。 

ポンプ場は、雨水排水ポンプ場が 6箇所、汚水中継ポンプ場が 5箇所あり、昭和の終わ

りから平成初期に供用開始している所が多いことから、老朽化が進んでいます。 

これまでも、耐用年数の短い機械設備・電気設備の更新等を適宜実施し、適切な維持管

理に努めている状況です。 

  今後の更新需要が増えていく見込みであることから、未普及対策事業を優先しながら

も、必要な更新を計画的に進めていくため、ストックマネジメント計画に基づいて経費の

平準化に努め、より効率的に改築更新に取組む必要があります。 

 

 

（ウ）ストックマネジメント計画 

  本市のストックマネジメント計画では、長期的視点で下水道施設全体の今後の老朽化の

進捗状況を考慮し、リスク評価を踏まえ、施設管理目標及び長期的な改築シナリオを設定

した上で、点検・調査計画及び修繕・改築計画を策定しています。また、これらの計画を

実施し、結果を評価、見直しを行うとともに、施設情報を蓄積し、ストックマネジメント

の精度向上を図っていくことにしています。 

限られた人員や予算の中で効果的に予防保全型の施設管理を行っていくため、各設備の

特性から、処理機能や予算への影響を考慮し、重要度が高い設備に対し、予防保全を実践

していく計画となっています。 

 

 

⑤組織の見通し 

 本市の下水道事業では、包括業務委託などにより、民間活力を活用した効率的な運営を進

めていく中で、適切な職員数の確保に努めています。 

 令和 17年度の完了に向けて管渠整備を継続することから、当面現状の組織体制を維持し

ていく予定です。 

 また、地方公営企業法の適用によって始まった公営企業会計制度や老朽化する施設の更新

へ対応できる専門的な知識や経験を持った職員の育成に努め、持続可能な組織体制を構築し

ていく必要があります。 
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（５）下水道事業の課題 

  これまで下水道事業の概要として、本市におけるこれまでの取組や現在の施設等の状況、

今後の予測などを通じて、現状を確認してきました。また、社会環境の変化や要請として、

人口減少や節水機器の普及等に伴う使用料収入の減少、物価高騰等による維持管理及び投資

コストの増加、近年の大雨被害に伴う浸水・防災対策の必要性などが挙げられます。 

これらの内容を踏まえて、本市が下水道事業を持続的に推進するにあたっての解決すべき

課題を次のとおり整理します。 

 

＜本市の下水道事業における解決すべき課題＞ 

 

①未普及の解消及び水洗化の促進 

 ・普及率が低いです。未普及対策事業を進める必要があります。 

 ・水洗化率が低いです。接続促進に取り組む必要があります。 

②経費節減の徹底 

 ・汚水処理原価が高く、経費回収率が低く、企業債残高が多額です。経費節減と 

収入確保に取り組む必要があります。 

③老朽化施設の長寿命化対策及び改築更新 

 ・既存施設が老朽化しています。改築更新に取り組む必要があります。 

④安定的な財源の確保 

 ・経費が著しく増加していくのに対し、使用料収入はあまり伸びない見込です。 

水洗化の促進による使用料収入の確保と適正な公費負担の確保に取り組む必要 

があります。 

   ⑤民間活力等の更なる活用 

    ・効率的に事業を継続するため、民間活力の活用に取り組む必要があります。 

⑥人材の育成 

 ・事業を継続するためには、専門的な知識や経験を持った職員が不可欠です。 

研修等に取り組み、人材を育成する必要があります。 

   ⑦農業集落排水事業の今後の在り方 

    ・人口減少が急速に進む農業集落排水事業では、事業の継続が困難になることが 

見込まれます。今後の汚水処理をどのようにしていくべきか、検討する必要が 

あります。 
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３ 経営の基本方針 

 

 下水道事業は、市民の衛生的で快適な生活環境を確保するとともに、河川や水路等の公共

用水域の水質保全の観点からも重要な役割を担っています。 

 本市の下水道事業では、今後の 10年間において、未普及地域解消に向けた下水道整備を

進めるほか、老朽化した施設や設備の更新に取組む予定です。 

 人口減少や物価上昇などの社会情勢の変化により、事業を取り巻く環境が厳しさを増す中

で、今後の継続的・安定的な事業推進のため、次の 5点を基本方針として取り組んでいきま

す。 

 

①計画的な建設投資の実施 

  公共下水道基本構想に基づき、未普及対策事業による処理区域の拡大並びに安定的な汚水

処理の確保のため、国庫補助金、企業債等の財源を確保しながら、必要な投資を計画的に実

施します。 

 

②下水道施設等の適正な管理・更新 

  施設・設備の保守・点検等を計画的に行い、適正な維持管理に努めます。 

  また、施設の老朽化対策として、本市のストックマネジメント計画に基づき、計画的な改

築更新を進めます。 

 

③水洗化の促進 

  下水道未接続者に対する普及啓発活動を継続するとともに、融資あっせん制度を活用しな

がら、水洗化に要する経済的負担を軽減し、水洗化の促進を図ります。 

 

④安定した経営基盤の確立 

  人口の減少や施設・設備の更新需要の増加など、今後の下水道事業の経営環境は厳しいも

のとなる見込みですが、財源が不足する場合には、使用料改定のみで確保するのではなく、

投資の平準化や事業の統合・見直し、民間活力等の活用による経費節減に努めながら、補助

金や繰入金などの財源確保を図ることによって、経営の健全化、効率化を進め、安定した事

業運営に取り組みます。 

 

⑤人材の育成 

  下水道施設等の適正な維持管理や更新には、業務の知識はもちろんのこと、十分な現場経

験や高度な技術が必要であることから、OJTを基本としながら、外部研修を効果的に取り入

れて人材を育成します。 
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４ 投資・財政計画（収支計画） 

 

（１）投資・財政計画（収支計画）について 

  本戦略に掲げた経営の基本方針の下、適切な投資と経営の健全化との両立を図るため、

今後の収支計画を見込みました。 

収支計画の策定に当たっては、投資規模や使用料改定による長期的な経営状況を予測す

るため、複数のパターンで 30年超の収支予測を行い、次のとおり本経営戦略に採用する

目標値を定めました。 

  なお、投資・財政計画（収支計画）の詳細は、巻末資料に掲載のとおりです。 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

①収支計画のうち投資についての説明 

【公共下水道事業】 

 今後 10年間の計画期間内では、公共下水道基本構想に基づき、未普及対策事業を重

点的に進めるため、下表のとおり、投資に関する目標値を定めます。 

投資についての 

目標となる指標 

令和 4年度 

実績値 

令和 10年度 

目標値 

令和 15年度 

目標値 

下水道普及率 67.77% 77.48% 84.28% 

水洗化率 83.13% 84.00% 85.00% 

また、下水道施設の長寿命化等を図ることを目的に、ストックマネジメント計画を基

本とし、国のマニュアルなどを踏まえながら、老朽化対策にも取り組みます。 

 

（ア）管路建設改良 

 令和 4年度末で下水道普及率は 67.77％と、全国平均や類似団体平均よりも低い状

況です。未普及地域解消のため、国庫補助金を最大限に活用しながら、下水道基本構

想に基づいて、下水道整備を積極的に進めます。整備が完了した地域では、下水道未

接続者へのチラシ配布や戸別訪問による早期の接続促進を図るほか、接続工事等にか

かる金銭的負担を軽減するため、現在も実施している利子補給（助成制度）を引き続

き実施し、水洗化率の向上に努めることで、使用料収入の確保に繋げます。 

 令和 4年度末の管渠老朽化率は 8.14％です。老朽化に伴う事故を発生させないた

めにも、老朽化対策が重要になりますが、耐用年数に基づいて改築更新を実施した場

合、更新投資が多額となり、収支を均衡させることが困難になります。そのため、管

路の詳細調査を実施し、ストックマネジメント計画に基づいて更新投資の平準化を図

りながら、必要な長寿命化対策を着実に進めていきます。 
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（イ）ポンプ場・処理場建設改良 

 ポンプ場及び処理場の機能を維持するため、ストックマネジメント計画に基づき、

機能低下した設備の機能更新等を実施します。今後 10年間の計画期間内では、処理

場の反応タンク設備や雨水ポンプ場のポンプ設備の改築更新等を見込んでいます。 

 

【農業集落排水事業】 

農業集落排水事業は整備が完了していることから、大規模な新設投資の見込はありま

せん。今後 10年間の計画期間内に実施する建設改良としては、供用中の施設の機能を

維持するための更新投資になります。事業費の平準化に努めながら、緊急性の高いもの

から優先順位をつけて実施します。 

 なお、農業集落排水事業の 2地区（一日市地区及び豊崎地区）の汚水処理の効率化を

図るため、公共下水道への接続（令和 17年度予定）による広域化を予定しています。 

 

今後 10 年間に予定している主な事業費及び事業期間は、下表のとおりです。 

事業概要 
事業費 

(億円) 

事業期間 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

汚水管渠工事 

（未普及対策） 
358.0 

          

管渠更新工事 

（老朽化対策） 
37.3 

          

設備更新工事 

耐震補強工事 
118.2 

          

農業集落排水 

事業更新工事 
1.9 

          

 

 

②収支計画のうち財源についての説明 

 前述の投資を計画どおりに進めながら、下水道サービスを維持・継続していくため、経

費の節減を図りながら、財源の確保に努めます。建設改良投資の財源としては、国庫補助

金を活用し、残りの財源として企業債を借入します。維持管理費及び元利償還金の財源と

しては、未普及の解消と水洗化の促進によって使用料収入の確保に努めるほか、資本費平

準化債を借入します。また、下水道事業に係る経費負担区分原則に基づき、一般会計が負

担することとされている経費については、財政当局と協議しながら、一般会計繰入金を確

保します。 

次表のとおり目標値を定め、安定した経営基盤の形成に努めていきます。 
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【公共下水道事業】 

財源についての 

目標となる指標 

令和 4年度 

実績値 

令和 10年度 

目標値 

令和 15年度 

目標値 

経常収支比率 102.87%   100.00%以上 100.00%以上 

経費回収率 98.93%   100.00%以上 100.00%以上 

 

【農業集落排水事業】 

財源についての 

目標となる指標 

令和 4年度 

実績値 

令和 10年度 

目標値 

令和 15年度 

目標値 

経常収支比率 100.54%   100.00%以上 100.00%以上 

経費回収率（※） 50.64%   100.00%以上 100.00%以上 

 ※ 経費回収率の目標値は、独立採算の原則に照らし 100%以上として設定していますが、農業

集落排水事業の実績値としては約 50％となっており、この目標値とは乖離しています。こ

れは、農業集落排水事業は処理区域内人口密度が低いため、投資費用に対する 1件当たり

の回収額が高くなる中で、公共下水道事業と同一料金としていることが主な要因です。 

 

（ア）使用料収入について 

 計画期間内の使用料収入は、未普及対策事業を進め、接続人口が増えることで、緩

やかに増加する見込みです。長期的な推計では人口減少などの理由から減少していく

傾向にあり、物価の上昇や電力の高騰など、経費の増も見込まれることから、適切な

時期に使用料改定を検討する必要があると考えています。 

 現時点では、国庫補助金や一般会計繰入金を確保し、施設・設備の長寿命化等によ

る経費の削減に取り組むことにより、経営戦略の次回改定までの期間においては、現

在の使用料体系を維持したままでも事業を継続できる見込みです。 

  

（イ）国庫補助金について 

 今後予定している国の補助事業としては、公共下水道の汚水管渠整備（未普及対策

事業）及び汚泥処理施設改築事業（資源循環形成）と、処理施設の老朽化対策を想定

しています。社会資本整備総合交付金及び防災安全交付金を有効に活用していきま

す。 
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（ウ）企業債について 

 企業債については、建設改良事業費に国庫補助金等を充てた残りの財源として借入

します。また、資本費平準化債を活用し、下水道利用者の資本費負担を軽減するほ

か、世代間の負担の公平性を図るため、資本負担の一部を次世代に繰り延べします。 

 今後 10年間の計画期間では、令和 17年度の管渠整備の完了に向けて建設投資を積

極的に進めることから、新たな借入額を 586億円（R6から R15の借入総額）と見込

んでいます。これにより、企業債残高は令和 4年度末の 605億円から令和 15年度末

には 748 億円まで増える見込みですが、完了後は新たな借入額が少なくなるため、企

業債残高も減っていく見込みであり、令和 25年頃に 600億円程度、令和 32年頃に

500億円程度となる見通しです。 

 将来世代の負担を考慮し、企業債発行額の適切な管理に努めます。 

 

（エ）繰入金について 

 総務副大臣通知「地方公営企業繰出金について（通知）」が示す繰出基準内の繰入

金について、所要額を計上します。 

ただし、農業集落排水事業においては、独立採算による経営が困難であることか

ら、使用料収入で賄いきれない不足額を基準外の繰入金として計上します。 

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 各費用に関する考え方は次のとおりです。 

職員給与費 本市下水道事業は地方公営企業法の一部を適用し

ており、職員の人事は一般会計との異動があるた

め、昇給による給与費の増は見込んでいません。 

また、職員数も現状のままとしており、過年度の

実績を基に算定しています。 

動力費（※） 過年度の実績を基に、施設数の増減を加味して算

定しています。 

修繕費（※） 今後の修繕予定に基づき算定しています。 

材料費（※） 過年度の実績を基に算定しています。 

経費 

（その他） 

光熱水費（※） 過年度の実績を基に、施設数の増減を加味して算

定しています。 

通信運搬費（※） 過年度の実績を基に算定しています。 

委託料（※） 過年度の実績を基に、施設数や水量の増減を加味

して算定しています。 

流域下水道負担金 過年度の実績を基に算定しています。 

減価償却費 投資計画額を基に算定しています。 
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支払利息 新たに借入する企業債については、年利 1.0%とし

て算定しています。 

その他（※） 過年度の実績を基に算定しています。 

 （※）の費用については、今後の物価上昇（毎年度 2%上昇）を見込んでいます。 

 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組について 

 投資・財政計画に未反映の取組や、今後検討予定の取組などは次のとおりです。 

①今後の投資についての考え方・検討状況等 

広域化・共同化・最適化に関する

事項 

農業集落排水処理区域のうち、一日市地区及び豊崎

地区については、令和 17年度の公共下水道への接

続に向け、計画的に進めていきます。 

今後の方針が決定していない市野沢地区及び島守地

区については、今後の方針を検討します。 

投資の平準化に関する事項 令和７年度に下水道ストックマネジメント計画の改

定を予定しています。 

中長期的な改築需要予測の精度を向上させるととも

に、投資の平準化を推進します。 

民間活力の活用に関する事項 

（ＰＰＰ／ＰＦＩなど） 

ウォーターＰＰＰの導入決定が交付金の要件とされ

たことを踏まえ、今後の活用について検討します。 

その他の取組 災害に強い下水道基盤の確立を目指し、耐震化や耐

水化を進めます。 

 

②今後の財源についての考え方・検討状況等 

使用料の見直しに関する事項 使用料改定については、本市における今後の使用料

収入の状況や改築更新の需要等を踏まえた経営状況

を考慮した上で、経営戦略の次回改定と合わせて検

討します。 

また、毎年度の決算に基づく検証を行い、計画と大

きく乖離した際は、随時、使用料改定についての検

討を行います。 

資産活用による収入増加 

の取組について 

現時点で取組予定はないものの、他自治体の先進的

な取組事例の情報収集に努めながら、必要に応じて

検討します。 

その他の取組 広報や融資あっせん制度により、水洗化の促進に努

めていますが、他都市の事例等も参考にしながら、

より効果的な水洗化促進策について検討します。 
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③投資以外の経費についての考え方・検討状況等 

民間活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託等の民間委託、

指定管理者制度、ＰＰＰ／ＰＦＩ

など） 

包括的民間委託により実施している処理場等の維持

管理業務委託について、ウォーターＰＰＰを導入し

た場合の委託内容等を検討整理し、民間活力を有効

に活用します。 

今後は、職員の技術力をどのように維持していくか

が課題となるため、知識や技術の伝承手法等につい

て検討します。 

職員給与費に関する事項 今後、ウォーターＰＰＰの導入などによっては、職

員数や配置の変更も想定されることから、効率的な

業務執行体制を構築し、適正な職員数の確保に努め

ます。 

動力費に関する事項 今後の改築更新に合わせて省エネ機器の導入等を検

討し、動力費の低減に努めます。 

薬品費に関する事項 常に情報収集に努め、経費削減の方策を検討してい

きます。 

修繕費に関する事項 定期的な点検により、軽微な損傷のうちに修繕を実

施することで、重大な故障等を未然に防ぎ、突発的

な経費増大が発生しないよう取り組みます。 

委託費に関する事項 新規・既存の契約に関わらず、統廃合などの可能性

を検証し、契約事務の効率化、経費の節減を目指し

ます。 

その他の取組 公営企業会計や建設改良事業等の専門的な知識・技

術を習得するために、関連する各種研修等に積極的

に参加し、職員の資質向上を図ります。 

収納率向上等の財源確保につながる経費について、

費用対効果を検証し、対策に取り組みます。 
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④使用料改定の検討時期について 

 投資・財政計画の長期試算では、令和 17年度の管渠整備完了後において、使用料収入

が減少に転じる見込みであり、将来は使用料改定が必要だと考えています。また、想定ど

おりに使用料収入が増えていかない場合や、物価の急上昇などで費用が増大した場合は、

収支均衡が難しくなることから、早期の使用料改定が必要になることも想定されます。 

適切な時期に使用料を改定するため、毎年度の決算に基づく検証を行い、計画と大きく

乖離した際は、随時、使用料改定についての検討を行います。また、大きな乖離が無い場

合においても、経営戦略の見直し・改定の時期に合わせて、5年後を目安に使用料改定の

検討を実施します。 

 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

適正使用料の検証            

使用料改定の検討 〇     〇     〇 

経営戦略の改定  〇    〇     〇 

 

 

５ 経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 

 「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」（国土交

通省事務連絡 令和 2年 7月 22日）に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以

下に示します。 

 経費回収率の向上に向けた取組としては、大きく分けて有収水量の確保、維持管理の効率

化、使用料の適正化の 3つと考えています。 

 本市では、普及率・水洗化率ともに低い状況にありますので、未普及対策事業を進め、水

洗化促進を図ることで、有収水量の確保に努めます。維持管理については、現在も処理場施

設等において、官民連携手法である包括的民間委託を採用し、維持管理の効率化を図ってい

る状況です。今後、ウォーターＰＰＰの導入を検討するなど、さらなる効率化の可能性につ

いて検討していきます。使用料については、随時検証しながら、適切な時期に使用料の改定

を検討します。 

 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

有収水量の確保            

未普及対策            

水洗化促進            

維持管理の効率化            

包括的民間委託            

ウォーターＰＰＰの検討            

使用料の適正化            

適正使用料の検証            

使用料改定の検討 〇     〇     〇 
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６ 経営戦略の進捗管理 

  

 本戦略で定めた事項については、毎年度、経営戦略の取組の進捗状況及び達成状況につい

て、決算確定後、速やかに確認・検証を行い、決算数値や指標等を用いて進捗状況の管理及

び評価・分析を行うとともに、PDCA サイクルを活用し、新たな課題や周辺環境の変化を反

映しながら、定期的な見直しを行うことにより継続的に改善を図ります。 

 また、経営戦略の見直しについては、本市における下水道事業を取り巻く環境の変化を的

確に捉えるため、5年後を目安に行います。 

 なお、毎年度行う確認・検証の結果、本戦略と実績の乖離が著しい場合には、見直しの目

安の時期に限らず、随時見直しを実施します。 

 

以下、本戦略の計画期間における目標値を再掲します。 

指標 
令和 4年度 

（実績値） 

令和 10年度 

（目標値） 

令和 15年度 

（目標値） 

下水道普及率（公共） 67.77%   77.48% 84.28% 

水洗化率（公共） 83.13%    84.00% 85.00% 

経常収支比率（公共） 102.87%    100.00%以上 100.00%以上 

経費回収率（公共） 98.93%    100.00%以上 100.00%以上 

経常収支比率（農集） 100.54%    100.00%以上 100.00%以上 

経費回収率（農集） 50.64%    100.00%以上 100.00%以上 
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・
今
の
と
こ
ろ
大
規
模
な
改
築
・
更
新
の
必
要
性
は
無
い
。

・
今
後
の
老
朽
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
に
最
適

整
備
構
想
を
策
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
構
想
に
基
づ

い
て
、
計
画
的
に
実
施
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

・
将
来
の
人
口
減
少
が
見
込
ま
れ
る
地
域
で
あ
り
、
改
築
・

更
新
を
実
施
し
て
も
そ
の
経
費
を
回
収
で
き
る
だ
け
の
収
入

を
見
込
む
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
現
状
の
施
設
を
適
切

に
維
持
修
繕
し
、
で
き
る
だ
け
長
く
使
用
し
て
い
く
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

・
当
市
の
農
業
集
落
排
水
事
業
は
、
農
業
用
用
排
水
の
水
質

保
全
な
ど
を
目
的
に
、
4
地
区
で
実
施
し
て
い
る
。

・
処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
低
く
、
水
洗
化
率
も
低
い
た

め
、
全
体
的
に
効
率
が
悪
く
、
汚
水
処
理
原
価
が
高
く
な

り
、
経
費
回
収
率
は
低
い
状
況
で
あ
る
。

・
今
後
の
人
口
減
少
が
見
込
ま
れ
る
地
域
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
水
洗
化
率
が
向
上
し
た
と
し
て
も
、
使
用
料
収
入
で
す

べ
て
の
経
費
を
賄
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

・
当
面
は
計
画
的
か
つ
効
率
的
な
維
持
修
繕
に
努
め
る
等
、

更
な
る
経
営
改
善
を
図
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
事
業
を
継
続

で
き
る
よ
う
、
安
定
し
た
事
業
経
営
を
目
指
す
。

※
　
「
経
常
収
支
比
率
」
、
「
累
積
欠
損
金
比
率
」
、
「
流
動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
」
及
び
「
管
渠
老
朽
化
率
」
に
つ
い
て
は
、
法
非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団
体
平
均
値
及
び
全
国
平
均
を
算
出
し
て
い
ま
す
。

4
,
2
0
2

4
.
3
7

9
6
1
.
5
6

【
】

令
和

4
年

度
全

国
平

均

処
理

区
域

面
積

(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状
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に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経
常
収
支
比
率

・
令
和
4
年
度
も
経
常
利
益
を
計
上
し
た
が
、
使
用
料
収
入

だ
け
で
は
経
費
を
賄
え
ず
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
で

補
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
接
続
率
向
上
に
よ
る
収
益
の
確

保
や
更
な
る
経
費
節
減
等
の
経
営
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

②
累
積
欠
損
金
比
率

・
法
適
用
初
年
度
(
令
和
2
年
度
)
の
赤
字
分
が
累
積
欠
損
金

と
な
っ
て
お
り
、
令
和
3
年
度
以
降
の
黒
字
に
よ
り
、
毎
年

度
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
る
。
今
後
も
黒
字
を
継
続
し
、
累

積
欠
損
金
の
解
消
を
目
指
す
。

③
流
動
比
率

・
企
業
債
償
還
金
が
多
額
の
た
め
流
動
比
率
が
低
い
が
、
企

業
債
の
償
還
に
つ
い
て
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
で
返
済

す
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
。

④
企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率

・
現
状
は
類
似
団
体
よ
り
も
高
い
値
だ
が
、
新
規
の
建
設
工

事
は
終
了
し
て
お
り
、
大
規
模
な
改
築
更
新
の
見
込
も
な
い

た
め
、
今
後
は
企
業
債
残
高
が
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

⑤
経
費
回
収
率
及
び
⑥
汚
水
処
理
原
価

・
使
用
料
収
入
の
確
保
と
汚
水
処
理
経
費
の
節
減
に
努
め
る

こ
と
で
、
指
標
の
改
善
を
目
指
す
。

⑦
施
設
利
用
率

・
類
似
団
体
平
均
を
下
回
っ
て
お
り
、
将
来
の
人
口
減
少
も

見
込
ま
れ
る
た
め
、
施
設
の
更
新
時
期
を
迎
え
た
際
は
、
統

廃
合
や
規
模
の
縮
小
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑧
水
洗
化
率

・
水
洗
化
率
は
年
々
、
少
し
ず
つ
上
昇
し
て
い
る
。
今
後
も

接
続
促
進
に
取
り
組
み
、
指
標
の
改
善
を
目
指
す
。
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供用開始年月日 S53年  9 月  1 日

処理区域内人口
148,906人
(R5年3月31日時点)

計算期間
自 R 6年4月
至 R15年3月

 （　10年間 ）

令和4(2022)年度
実績

投資・財政計画
計上額

千円 千円

2,412,178 2,618,921

令和4(2022)年度
実績

投資・財政計画
計上額

千円 千円

1,738,600 1,910,609

4,431,644 5,142,833

268,548 380,563

6,438,792 7,434,006

1,845,953 2,595,623

2,154,321 2,219,788

4,592,839 4,838,382

2,438,518 2,618,595

(A)／(F）＊100＝
【長期前受金戻入控除前】

52.5 54.1

(A)／(F'）＊100＝
【長期前受金戻入控除後】

98.9 100.0

＜使用料水準についての説明＞

原価計算表（公共下水道事業）

収　入　の　部

項 目

金　　　　　　　　額

使 用 料 (A)

支　　出　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額

使 用 料 対 象 経 費 （ F ）

【 長 期 前 受 金 戻 入 控 除 前 】

(B)+(C)-(D)

使 用 料 対 象 経 費 （ F ’ ）
【 長 期 前 受 金 戻 入 控 除 後 】

(B)+(C)-(D)-(E)

維 持 管 理 費

長期前受金戻入（減価償却費の内、国庫補助金等が財源となっていた資産部分）を考慮しな
かった場合、使用料対象経費に対する使用料の割合は54.1%となり、使用料対象経費に対し使
用料収入が不足していることになります。
しかし、下水道に係る投資事業は国庫補助制度を活用しているため、長期前受金戻入を費用
の控除項目と捉え計算すれば、使用料対象経費に対する使用料の割合は100%となり、概ね適
正な使用料水準になっていると考えられます。
なお、資産維持費については、現在も未普及対策事業を進めており、将来維持すべき資産が
定まっていないことから見込んでいません。

減 価 償 却 費

支 払 利 息

合 計 (B)

資 産 維 持 費 （ C ）

公 費 負 担 分 （ D ）

長 期 前 受 金 戻 入 （ E ）
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供用開始年月日 H5 年 11 月 20 日

処理区域内人口
4,202人
(R5年3月31日時点)

計算期間
自 R 6年4月
至 R15年3月

 （　10年間 ）

令和4(2022)年度
実績

投資・財政計画
計上額

千円 千円

42,724 37,837

令和4(2022)年度
実績

投資・財政計画
計上額

千円 千円

84,361 96,182

154,831 157,425

15,314 8,667

254,506 262,274

61,755 57,628

108,390 108,402

192,751 204,646

84,361 96,244

(A)／(F）＊100＝
【長期前受金戻入控除前】

22.2 18.5

(A)／(F'）＊100＝
【長期前受金戻入控除後】

50.6 39.3

＜使用料水準についての説明＞

使 用 料 対 象 経 費 （ F ’ ）
【 長 期 前 受 金 戻 入 控 除 後 】

(B)+(C)-(D)-(E)

使 用 料 (A)

項 目

公 費 負 担 分 （ D ）

長 期 前 受 金 戻 入 （ E ）

維 持 管 理 費

合 計 (B)

資 産 維 持 費 （ C ）

使 用 料 対 象 経 費 （ F ）

【 長 期 前 受 金 戻 入 控 除 前 】

(B)+(C)-(D)

使用料対象経費に対する使用料の割合は、基準値である100を下回り、使用料収入が
不足していることを示しています。
農業集落排水事業（農集）の使用料は、公共下水道事業（公共）と同一料金です。
今後、人口減少の影響で使用料収入がさらに減少し、経費回収率が低下する見込です。
同一サービス同一料金の考えの下、農集の収入不足分については、一般会計からの
繰入金（基準外）で賄う予定です。
なお、令和17年度に農集の2地区を公共へ接続する計画であり、農集で将来維持すべき
資産が定まっていないことから、資産維持費については見込んでいません。

支 払 利 息

減 価 償 却 費

原価計算表（農業集落排水事業）

収　入　の　部
金　　　　　　　　額

項 目

支　　出　　の　　部
金　　　　　　　　額
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